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事業所における苦情解決の取組状況（令和３年度） 

令和４年８月１０日 

令和３年度の研修会の案内とあわせて県内約１，２００事業所へ送付した「福祉サービス

における苦情解決の研修・お知らせ等連絡先票」（メールでの研修会の案内を希望する事業

所から連絡先メールアドレスを提出してもらう）の中で調査依頼した「事業所における苦情

解決の取組状況」で回答のあった２５８事業所についてのとりまとめ結果の概要は、以下の

とおりであった。 

 同種の調査は平成２４年度に詳細な調査を実施している。今回はメールによる研修の案

内を希望する事業所からの回答だけであり、社会福祉法第２条で規定する福祉サービスに

入らないが研修対象としている有料老人ホームや介護老人保健施設等も含まれており単純

に比較はできないが、苦情受付担当者設置率は１００％（Ｈ２４年度:９８．３％）、苦情解

決責任者設置率は１００％（Ｈ２４年度:９８．２％）、第三者委員設置率は７６．１％（Ｈ

２４年度:８０．４％）であった。 

苦情受付担当者と苦情解決責任者は全事業所で設置され、回答のあった中では苦情を受

け付け解決する体制を整えていない事業所はなかった。第三者委員の設置がされていない

事業所は全体の１／４あり、株式会社・有限会社といった営利法人や医療法人に未設置の事

業所が多い傾向にあった。 

 

〇回答事業所数 

 東部 中部 西部 計 

高齢者福祉施設 ４８ ２５ ４１ １１４ 

障がい者福祉施設 １９ ２１ ３１ ７１ 

児童福祉施設 ２２ １１ ２０ ５３ 

その他 ５ ６ ９ ２０ 

計 ９４ ６３ １０１ ２５８ 

 

問１ 事業所に「苦情受付担当者」を設置していますか。 

 東部 中部 西部 計 

はい ９３ ６２ １０１ ２５６（１００％） 

いいえ ０ ０ ０ ０（  ０％） 

計 ９３ ６２ １０１ ２５６ 

     未回答２ 

 

 はい いいえ 計 

高齢者福祉施設 １１３ ０ １１３ 

障がい者福祉施設 ７０ ０ ７０ 

児童福祉施設 ５３ ０ ５３ 

その他 ２０ ０ ２０ 

計 ２５６ 

(１００%) 

０ 

(０%) 

２５６ 

 

    設置している場合の人数 

1人 2人 3人 4人 5人  

１６０ ５６ １５ ６ ３  

6人 7人 ８人 9人 未回答 合計 

２ ０ ２ １ １１ ２５６ 

 



 

問２ 「苦情解決責任者」を設置していますか。 

 東部 中部 西部 計 

はい ９３ ６２ ９８ ２５３（１００％） 

いいえ ０ ０ ０ ０（  ０％） 

計 ９３ ６２ ９８ ２５３ 

    未回答 ５ 

 

 はい いいえ 計 

高齢者福祉施設 １１２ ０ １１２ 

障がい者福祉施設 ６９ ０ ６９ 

児童福祉施設 ５２ ０ ５２ 

その他 ２０ ０ ２０ 

計 ２５３ 

(１００%) 

０ 

(０%) 

２５３ 

 

    苦情解決責任者の職名 

     理事長、代表取締役、常務理事、事務局長、事務長、次長、管理者、所長、園長、

施設長、センター長、寮長、ホーム長、副院長、部長、サービス管理責任者、介

護支援専門員、看護師長、統括責任者、ケアマネージャー、主任等 

 

 

 

問３ 「第三者委員」を設置していますか。 

 東部 中部 西部 計 

はい ７１ ５７ ６６ １９４（７６．１％） 

いいえ ２１ ５ ３５ ６１（２３．９％） 

計 ９２ ６２ １０１ ２５５ 

    未回答 ３ 

 

 はい いいえ 計 

高齢者福祉施設 ８７ ２５ １１２ 

障がい者福祉施設 ５３ １７ ７０ 

児童福祉施設 ４２ １１ ５３ 

その他 １２ ８ ２０ 

計 １９４ 

(７６．１%) 

６１ 

(２３．９%) 

２５５ 

 

 

    設置している場合の人数 

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 未回答 合計 

４２ ８６ ３２ １１ ８ １ １４ １９４ 

 

 

 

 



 

 

 

  第三者委員にはどのような方を選任されていますか（複数回答）。 

 東部 中部 西部 計 

1 評議員 ７ １７ １４ ３８ 

2 監事 ６ １６ １３ ３５ 

3 社会福祉士 ４ ０ ４ ８ 

4 民生委員・児童委員 ３２ ２９ ２２ ８３ 

5 大学教員 １ ２ ０ ３ 

6 弁護士  １ ０ ５ ６ 

7 学校教員(含 OB) ５ ２ ６ １３ 

8 他の社会福祉法人の役職員 ５ ６ ５ １６ 

9 医師 ８ ０ ０ ８ 

10 その他 ３７ ２４ ２９ ９０ 

計 １０６ ９６ ９８ ３００ 
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3 

社

会

福

祉

士 

4 

民

生

委

員

・

児

童

委

員 

5 
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8 
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社
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人
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役

職

員 

9 

医

師 

10 

そ

の

他 

計 

高齢者福祉施設 16 21 2 36 2 3 1 0 1 48 130 

障がい者福祉施設 10 7 3 18 0 0 6 11 0 24 79 

児童福祉施設 9 4 2 24 1 3 4 5 7 13 72 

その他 3 3 1 5 0 0 2 0 0 5 19 

計 38 35 8 83 3 6 13 16 8 90 300 

 

その他 

 議員、公民館長、保護司、元市町村職員、学識経験者、司法書士、行政書士、地域の方、

老人クラブ会長、元施設職員、他施設職員、家族会等 

 

 

 

 

 

 

 



 

未設置である理由（複数回答可） 

 東部 中部 西部 計 

１ 適切な人材がいないため ３ １ ９ １３ 

２ 第三者委員にかかる経費が必要なため ３ ０ １ ４ 

３ 第三者委員の職務が不明確なため ３ ２ １ ６ 

４ 職員で十分対応が可能なため ７ ４ １８ ２９ 

５ その他 ４ １ １ ６ 

計 ２０ ８ ３０ ５８ 

 未回答 １３ 

 

 1 適切な

人材がい

ないため 

2 第三者

委員にか

かる経費

が必要な

ため 

3 第三者

委員の職

務が不明

確なため 

4 職員で

十分対応

が可能な

ため 

5 その他 計 

高齢者福祉施設 ３ ２ １ ８ ４ １８ 

障がい者福祉施設 ５ ２ ３ ８ ２ ２０ 

児童福祉施設 ２ ０ ２ ９ ０ １３ 

その他 ３ ０ ０ ４ ０ ７ 

計 １３ ４ ６ ２９ ６ ５８ 

 

その他 

 小規模で必要性を感じない、行政で対応してもらっている等 

 

 

問４ 苦情受付担当者・責任者・第三者委員を、利用者・家族にどのように周知されていま

すか。（複数回答可） 

 計 

１ ポスター、チラシの配布 ２９ 

２ 施設が発行している便り等広報紙 ２９ 

３ 施設の掲示板に掲示 １６６ 

４ 家族会、研修会等での PR ８ 

５ 契約書や重要事項説明書に明記 １８９ 

６ 運営適正化委員会作成のポスターや 

パンフレットを活用 

３９ 

 

７ その他 １１ 

計 ４７１ 

その他 

   文書で配布、保護者会で説明等 

 

 

問５ その他苦情解決で取り組まれていることがあれば記載してください 

    意見箱、苦情解決委員会、第三者委員会、アンケート、苦情記録を職員に回覧等 

 

           資料：鳥取県社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会調査 



FAX ０８５７－５９－６３４０ 
E-mail unei-t@tottori-wel.or.jp 
（福祉サービス運営適正化委員会事務局  行） 

福祉サービスにおける苦情解決の研修・お知らせ等連絡先票 

住  所 〒 

 

法 人 名  

事業所名  種別※  

Ｔ Ｅ Ｌ 
（     ）－（   ）－（     ） 

E-mail 
 

※このメールアドレスに、今後のお知らせ等を送付させていただきます 

（注）種別区分   

1 高齢者福祉施設 2 障がい者福祉施設 3 児童福祉施設 4 その他 

【回答・問合せ先】 

〒６８９-０２０１  鳥取市伏野１７２９-５ 

  社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会(担当：田中) 

    TEL ０８５７－５９－６３３５ FAX ０８５７－５９－６３４０ 

E-mail unei-t@tottori-wel.or.jp 

事業所における苦情解決の取組状況 
 該当する番号を○で囲むほか、数字や文章でご記入ください。（※回答内容は、統計的な資料

や事業所訪問の際の参考資料等として苦情解決事業等のため利用させていただく以外に、個別

に公表することはありません。） 
 

問１ 事業所に「苦情受付担当者」を設置していますか。 

  １ はい（   人）  ２ いいえ（令和  年  月設置予定） 

問２ 「苦情解決責任者」を設置していますか。 

  １ はい（職名:           ） ２ いいえ（令和  年  月設置予定） 

問３ 「第三者委員」を設置していますか。 

  １ は い  設置人数（    ）名 

  第三者委員にはどのような方を選任されていますか（複数回答）。 

      1 評議員  2 監事  3 社会福祉士 4 民生委員・児童委員 5 大学教員 6 弁護士  

7 学校教員(含 OB) 8 他の社会福祉法人の役職員 9 医師 10 その他（            ） 
 
  ２ いいえ（平成  年  月設置予定） 

    未設置である理由 

      １ 適切な人材がいないため   ２ 第三者委員にかかる経費が必要なため 

      ３ 第三者委員の職務が不明確なため  ４ 職員で十分対応が可能なため 

      ５ その他（                     ） 

問４ 苦情受付担当者・責任者・第三者委員を、利用者・家族にどのように周知されてい

ますか。（複数回答可） 

     １ ポスター、チラシの配布 ２ 施設が発行している便り等広報紙  ３ 施設の掲示板に掲示 

     ４ 家族会、研修会等での PR   ５ 契約書や重要事項説明書に明記 

     ６ 運営適正化委員会作成のポスターやパンフレットを活用している 

     ７ その他（                     ） 

問５ その他苦情解決で取り組まれていることがあれば記載してください 

（                                                           ） 

mailto:unei-t@tottori-wel.or.jp
mailto:unei-t@tottori-wel.or.jp

